
【特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（通称：流通適正化法）に
ついて】

名称：「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」、
通称「水産流通適正化法」

〇国内における違法漁獲物流通防止のための規制
対象者：特定第一種水産動植物の採捕事業者及び取扱事業者

（個人・法人・団体含む）

特定第一種水産動植物：アワビ、ナマコ（令和4年6月～）
ウナギの稚魚（令和7年12月～予定）
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概要：特定第一種水産動植物の採捕事業者及び取扱事業者は、①漁業者等の届
出、②情報の伝達、③取引記録の作成・保存、④輸出の規制を受ける

※食品の適正表示に係る部分は①②③
※仲買人や加工業者、流通業者においては、7桁の自分の事業者番号を含む16
桁の荷口番号を次の業者に伝達の義務

※専ら消費者に直接販売する小売店・飲食店においては、届出の義務・消費者
への番号通知の義務はないが、取引記録は3年間の保存の義務がある。

この制度は、漁獲番号等を付して、川上（生産）の漁業現場から川下（消費）の販売
事業者まで伝達させることで、番号を追いかけられたものは正規品、追いかけられ
なかったものは違法漁獲物といった考えの下、違法に漁獲された漁獲物を流通過
程から排除することを目的としています。

事業者番号を取得せずに流通させたり、荷口番号を伝達しなかった場合は、法令
違反に問われますので、ご注意ください。
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【参考】

流通適正法の一部改正により、太平洋クロマグロが対象に加わる見通しとなってい
ます。

対象者：特定第一種第二号水産動植物の採捕事業者及び取扱事業者※予定

特定第一種第二号水産動植物：太平洋クロマグロ（令和8年6月までに施行）
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特定第一種水産動植物の採捕事業者及び取扱事業者（個人・法人・団体含む）は、
原則eMAFF（電子申請システム）により、農林水産省へ届出を行ってください。

本県内にのみ住所を有する事業者に限り、eMAFFでの届出が困難である場合は、
神奈川県水産課が代理で電子申請を行っています。
eMAFFでの届出が困難な方は、県HPに掲載された所定の届出様式に必要事項を
ご記入いただき、県水産課宛ご提出ください。
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